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再 び飮酒制限年齡引上注 案の 可否を

M5

論 じて酒業國釜論 に及 ぶ

　　　　　　　札 幌税務監督局總務部長 法學士 青 木 哲 彌

　　　　　　序　　　　　論

　熱 心の餘 りに なす禁酒論は 立揚に忠實な る賛酒論 と共 に
一
般大衆 よ り動 と もすれば自喬自

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

讃の僻 目を以 て迎 へ られ る事なきに し もあ らすであ る。 斯て は正理 に基調 を置かん とす る文
o　 e　 o 　 o 　 o

化 的酒政論 として は 適 は しい もの とは 稱 し蜘 丶 故に 予 は賛酒論に 付 て は 不偏 不黨國民 とし

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 ■　 　

て 飽迄公衆 本位 の 立揚に 於て
一
般大衆の共鳴 する所謂耐魯民 衆 的賛酒主義を樹立す る事が撃

ま しい と思 つ て を る Q

　酒業は終始
一

貫國民 の 幸福を計り民 衆生 活 の 向 ヒに 貢獻すべ きが本來 の 使命 であ り其 目的

實現の 爲め に既に3000年 の光輝ある歴 史的試錬を經 て 漸 く現代程度に 迄進展を して來 たので

あ る が瓧會民心 の進化に連 れ て 反酒論 も熾烈に燃上つ て今 日 では 「ス ボ ー ヅ 」の 問題 と相前

　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o　 o 　 e　 o　 o 　 o 　 o　 o 　 o

後 して趾會問題中最 も活躍せ る二大 題材 として全抛界津 々 浦 々 に至る まで響 き渡 る様に なつ

　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o 　 o　 o　　　　o　 o 　　o　 o　 o 　 o　 e 　 o　 o　 e 　 o 　 o 　 o　 o　 o 　 o 　 e　 o 　 e　 o

た 、 此 秋 に當 のて賛酒論者は
一般大衆 に對 し何 を呼び掛 くべ きであろ うか ？禁酒の非蓮を駁

撃 する 「禁 酒反對 」の所 見准以て大衆 の批判に訴ふ べ きか ？牆又 本邦 の光輝あ る酒漿の沿革

音體 、 性質 乃至は祗國並に 外國に 對す る現 在及flgthの使命に關 し
一
般大衆の得心の往 く迄の

諒解 を求め且 心 底 よ り酒業 に對 す ろ 共 鳴 を取得 べ く努力す べ きか ？勿論 兩 者の 方法を併用す

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　の 　 の

る こ とが最善で あ ろ うが 滑極 的内容の （禁 酒論の 駁論 と して の ）「禁酒反 對 論」 （字句に對 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 の　　　　　　　の　　　　　 　　の　　

て 予は 不快 に思ふ ） と共に積極的内容 を有す る賛酒論 を構成 す る こ とがよ り撲 ぶ べ きであろ

うと考 へ ろ 、仍 て積極 的方面 よ り純眞の信念 に基い て 再 び飮酒制限年齡引 上法案を観察 し酒

　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　 o 　 o 　　o　 o　 o　 o 　 o 　 o

業國盆論 を論迹 して禁 酒思想善導の
一

助 と爲 した い と思 ふ 、 勿論 卑見 の推敲未熟で あ る ； と

に付て は先以て 豫 め讀者の諒恕 を乞 ひ置かね ばな らぬ 。

　次 に本論の綱要を冐頭に掲けて讀者高覽の便に資せん とす。

　　 第 1 　飲 酒 適 齢 論

　　　　 】　　成年飮酒懽の根擦

　　 　 　 2　 少幼年欽酒の 司否
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第 2

第 3

345

123

β

　20− 24歳者飲酒慚 の 確保 の必 要

　引上 法案制定 の 結果 i：SSす ろ豫察

　我 國 の 現肬は既に世界中の 禁酒高等年齢國であ り且最高の節酒國であ る

・
酒　業　國　釜　論

　酒業 ミ農村振興乃至殖産興業 t の 關係

　酒業 の 納視立替機能 の 保障

　酒業の 對外發展　　　　　　　　　　　　　　
．

　世界 に 於 け ろ．絶黝禁酒制凋落の 趨向

結　　　　　　　論

　　　　　．第 1 飮 酒 邇 齢 論

嬲 は 大 祕 年3蘇 麟 暑桑離 の 制定せ らる N に至 塒 まで 論 動齢 敵 あつ t、 、

尤 も是 よ り襲明治 33年頃よ り幼少青年の學 鮫教育に於 て は禁酒若 くは 節酒教育が施行 せ られ

た か ら事實に於 ては止ヒ時 よ り縄對賛酒國の域を脱 して居た現 在に於て は成年以 一Eに對 して は

飮 酒墜 を享有せ しむ る も未成年及 幼少年 に は飮酒權を否認 して を る換言 t れ ば我 國は未成年
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

以 下の 階級に とつ ては禁酒國で あ り成年階級に對 しての み賛酒國で ある 、 然 る に明治41年内
　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 e 　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■ 　　

務省令 16號 を以 て泥醉者を處罰す るの 禁 令を發 し瓧會の秩序を維持 して を るか ら相對的賛酒

國 である鰍 驫 辭 勧 繭黐 馳 餔齢象鑪 駅 擢 縣 ろ黌 舗 で ある之姻 際
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 の　　　 　　 　　 　

飮酒統計に徴す る も酒景の 少 き國民の部類 に入 る故に 吾人 は現 歌に於て 驫己邑皋蠹驫栖薗乃
　　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 の

至節酒國で ある と謂ふ べ きである 、 然 らば今此 の節酒、愼酒欺態を改 革して現 行飮酒適齡 を

25歳に至 る まで 引上け る必要が あ るで あろ うか果 して 引上け るの 必要 あ りとせ ば其理由如何

若 叉其必要 な し とせぱ其理由如何 ？先づ

　　　　　　1．
幽

　 成年飮酒權 の 根據
　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o　 e　 o

　現行満20歳 な る飮酒適齢は fl本人 が肚會上の成人 と して 一 1 人前の完全獨立の人 と して
　 　　　　e　の　　　　　　　　　　　　　　

0）飮酒能 力享有 の標準 年齡 として果 して一 適常 な りや 否を決せ ね ば な らぬ 若不適當であ る

・ ら・ム 25歳 ・云 ふ が・… 翁金べ きか夫 れ とも16、 17乃至18歳 、云 ふ が如 諭余ぐ 。 。

適當 とす ・ か椒 2・齣 鍮 を瀚 す べ きか ？ そ れ とも全 岬 齢上の椒 嫩 廢 して 酬 1こ

謂 一 黝 少年に凱 て も自然戯 叡 僉律すべ きか ？を な る べ く科鋤 糶 に 置、、 て 熾 せ

ね ばな らぬ 』。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　大 凡人或年齢に 達すれば 自然の 育生 につ れ好 酒心 を悟 るに至 る抑の理 由如 何、こ れは人 か

何故に 此世に 生 を享け て 生 れ て 來 テこの であ るか と云 ふ 人生哲理觀 と桐 じ く人生 の 目的 を究 明
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す る こ とに よ りて知 り得べ きであ るが人類は 自己 生存の 目的 を逑せん 爲め に生れ てaSteもの

　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　の　 　　　　　　　　　　　　 　

で酒を好む も畢寛飮酒に よ りτ 自己生 存の 目的を逑する所以
’
C’あ る と解釋せ ん とす然れ ど も

此の好 酒心は 本能で あ るか叉 は後 天的 であ るか に付 て は 飮酒は人の 本能 なる事 を多 くの 學説

は否定するが Dr．　ArchdaIl　Reid’ アー ク ダ ル
、 ラ イ ド博；1：は本能だ と日 ふ 、 或tよ氣候其他 の

環境に條件 せ らる L の である か ？叉 は民 族 種類 に依 るの で あゐ か
一
般に 確定の學諡 がな い が

o 　 o 　 o　 o　 o　 o 　　　　　り　　　む　 o　 o　 o 　　　　　 　　　　　　　　　　　　 o　 o　 o　 e 　 e 　 o 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

幼少年の如 き體質未完成 であ り智情意 0）精祠1歌態未成熟の 者は大體に 於 て 好酒欲は無い と云

　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 ● δ ● ■ o ・ ● ● ● ● ● ■ ● ooo ・ ● o ● ■ ● ●

ふ 永年の 實驗よ り‘岡斷すれば男性が成年期に逑 せ ん とす る に當 り初めて好 酒欲 を覺ゆ と云ふ

が尋常の人 生過程であ る 乢の斷定 が II三しい とすれ ば日本人 は如何な る年齢に於て飮酒能力を

體得す る か ？是は 生理學者の 科學的回答に俟 icね ばな らぬ が茲に吾人 は肚會觀念上 の考察を

試 み よ うと思ふ 、 我 國 では 古來15を以 て元服す と謂ひ現 代にて も刑法は刑事責任 能ガは 14歳
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 ■　　　 　

を以て 起算黙 と し軌會 生活の根本準則た る 民法は滿20歳を以て 法律行 爲能 フ丿を認 め 兵役法は

　 　 　
’
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　 e 　 e 　 e

20歳を以て徴兵適齢 とし各種公法は 25歳を以て 公民權行使能丿」を認 め て を る 。

　 　 　　　　　　　　　　　　　　　

　又結婚獨立 契約能力は 男子 にあ りて は30歳 な り として をる此等の 法制は我 國建 國以來の 國

情 を考慮に 於 て決定 しtこ もの てあつ て 之 を通論 すれ ば昆巌あ侖愈お碁翕長乙季嶺ま乙顧麦1三
　 　 　 　 　 ●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　 ● 　 ● △ △ AA ．△ ●　 ●∠｝LAs △ ．△ ●

深省番理 を要 する事項 に至 る に從ひ制隈年齡を高 め られてを る 。

　 ．（畦 D．　　 ．各 一＿tig−一生一　齢　　調

　 　 1　 一　般　年 　齢

　　　　 一
般 國 民 　 滿20歳 　 　 　 民法 　第3峰

　　 2　 結　婚　年　齢　　　　男30 歳　女25 歳　　　　民法　
．
第772條

　　 3　 責　任 年 　齢　　　　14歳　　　　　　　　 刑法　　第 41條

少年法第 1條

同　　第7條

同　　第27條

本法 n 於 テ 少 年 卜稱 ス ル ハ 且8歳 昌 滿 タ サ ル モ ノ ヲ 謂 フ

羅 ヲ犯 ス 時 16歳 昌 滿 タ サ ル 者 弓 ハ 死 刑 及 無期刑 ヲ 科 V ス （後略）

左 昌 記 載 シ タ ル 者 ハ 裁剣 所 ヌ！
・檢事 ヨ y ＊致 ヲ 受 ケ タ ル 場合 ヲ 除ク外少

年 音剣所 ノ 畜判 昌 付 セ ス

1 〈略）

2
』
16齢以上 昌 シ テ 罪 ヲ 犯 シ タ ル 者

4 　 政 ・泊 　年 　齢

貴族院議員資格年齢

同

同

貴族員議員資格年齢

．公 候 爵 　滿 30歳

伯 子 男 駐　　　満 30歳

竪賽羣歎 善滿・・歳

額黌縁 滿 ・・歳

貴族院令

同

同

貴族院令

第 3條

第 4條

第 5條

第5條 ノ 2

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Society for Bioscience and Bioengineering, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Sooiety 　for 　Biosoienoe 　and 　Bioengineering 厂　Japan

三48 再び飲瀬卸臓 年齢引上法案の 可否な論じて酒細 餐 論 に及 ぷ

衆議阜議員資格年齢

　　　市 公 民 年 齢

　　　町村 公 民年齡

　　　府 縣 曾 議 員

　　　北海道曾議員

　　　商工曾議所議員

．＿5−．一一基　薑 当…一一齢．

多額納税者　　滿30歳

華族 ノ 男子　 成 年

遯　経　橲　　滿25歳

被選擧 欟 　　　　　滿30歳

　 　　 　　　 25年

　 　　 　　　 25 年

裘轟穩共

同　 右

同　右

徴 兵適齢

志願 二依
ル 兵準

25年 （市 町村 公 民 ）

25年

30歳

同　　　　 第6絛

同　　　　 第2條

欝糶 第・脚 項

同　　　　 同條第2項

　 　 市制第9燦第 1項

　 　　町 村制第7條第 1項

　　 府 縣 制 第6條 第 1項

　　 北 海 道曾法第3 際第 置項

　商工 會議所所法第 16條及第 17條2號

・・年（
前年 12月 1日 ヨ リ其 ノ 年 11月
30日迄 ノ 間 昌 於 ケ ル 年 齢 ）盡謄

第33傑

17年以上 黴兵潼齢未滿 ノ 者兵役法施行令第 7條第 1項

・ ・口 → レは 生 理 的繭 蘚 角艟 瀚 茴働 を楊 に嫐 す もの で あ る か 蠍 酒欲は 離
　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　e　 　　 　　 　　 　

の熟成 と密接の 關係があ る 、 而 して此の 事實は 延 て 人の獨 立 自營性 と索連關係を保有す る の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 oo ∩ oo ● ● ● ● 　 　 ● ● ● ● 　 △ △ △ △ ∠丶

で あ り之 を耐會科學的 に解釋 す る ときは人の飮酒能 力は成人能力乃至結婚能力 と不 卩J分 の 關
，へ
係がある、人 が成 入に逑す る ときは親の扶養保育を離れて獨立 自營の地位 に立 つ 、獨立 自營は

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 ■　 　　　　　　　　　　 　　　　 　　 　

即獨立の成 人 と して對外 關係に於 ては
一
般耐倉 に於 け る他 の成入 と凋立對等の地位 に於て法

　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　 　　 e 　　　 　

律 ， 經濟 、 耐：交關係の當事者 となる こ との謂 であ り對 内關係に於て は家 父の 下に於 て弟妹叉

　 　 　 　 　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　

は老 父母 を扶助す べ きの 責務を獨 立 して 員ふ の賛格を具有 す る の謂 であ る。 此の 獨立 自營の

地位 が對 外的には他人 と賣買其他の法律 、 經濟開係や 集會其他 σ）肚 交關係の直接當事者 と爲
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　 　 　 　　 　　 　　 ■

らしむ るを以 τ其必要 ヒ自 ら之 に法律行篇能力な與ふ こ とを規定せ ね ばな らぬ こ とに な る 、

而 して法律乃至經濟關係の愉事 者 とな る こ とは彼我念鈴 分倉稜兮全翕畚ぞ晟金す る もの で

あ り夊心 身の蛸 獣 りて家業 を鶲 令繍 する結果初 め て辛苦麟 を感 じ更 に體性完∫驫

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　 　　の　　　　　サ　 　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　 　　　の　の

成人を結婚に 導 く もの であ る 、ア ル コ ール が瓧交 、勞働、り爿生の 三 項 に對 し幸薦促 nCS4は愉
　　 　　 　　 　　 　　 　　 の　 の　 　　 　　 り　 　　　　　　　　　　　　　　　　　e 　 　　 　　 　　 e

快 回復の 媒劑 となる こ とは實に ア ル コ ・一ル 本然の使命 た る こ とに考 へ 合はす とき飮酒椛享有

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 e 　　　 　 　 　　 　　 　　 ■　 e　　　 　　 　　 e 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　 　 　

の 根振 は 人 σ）法律 行 総能 力 、 經濟活働能丿ハ 性交能 力な る 人 の基本的生 活 上の 三大能力 とiE
　 △ △ △ △ △

に 同一の 基礎の ヒに 立 つ もの なるや 明白で あ る 、 而 して 人の法律行 爲能 力を民法は20歳な り

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　 　　 　　　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　 　　 e　 　　 　　 　　 ■　 の　 　

と定 む是 單に法律行爲の み に と L’まらす獨立 の 經濟 活動の能 力乃 至獨立 の耻交 能力 も亦認 め

　　 　　 　　 　　 　

た る 0）意に 外 な らす惟ふ に人は
一面 に於 て 身 自らを完成 して 然 る後種族 的に子孫保 存の活動

に入 O生 殖 、 博育の活動 に入 る 、 他而 耽會的には
一

定の職業に 從事 し生 計を維持 し耻 交關係
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に 入 るの であ る、z2 ヒ．ヨ
ー

ル が醗交 の 具で あb 身心 精力の 回復劑 であ り性交刺戟の方便であ

る以 上成年を して 乙 ｛レ
「＝ 些を利用 せ しむ る こ とは 人の基本的生活 と離す こ とは絶體不能の

關係に あ る こ と自 ら明白であ り、 此の 必要 こそ實 に酒が人類歴史の 創始 と晤を同 じくして生

じ幾百萬年の歴 史的發逹を逑けて來ナこ所 以 であ Φ若 しZ ル コ ー ル に して 上逋の三效能一肚交

回復 、 姓關係に對 し效用乃 至愉快を附與 せ ざりしな らんには既に業に古代 に於 て酒は 存在の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

理由を失 ひ現 lit文化が缺酒文明 と化 しt：る筈で ある （Raymond　Pearl，　Alcohol）

　成年能力は法律的には行 爲能 ルの意 であ り縄濟的 に は 自立經濟能力 であ りtitl“コ 的には肚交

能力で あ り酒的に は飮酒能 丿丿の謂で あつ て齊 しく其依 る べ きの 根據は人が成入 し1 心身共に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　　　　　　　　 　　 　 　り　　　　　　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

發育 し人 類祗會に於て 厂獨立 の 一
人 醐 と一般に承認せ らる る 「蕁常な る成人 の 肉體的並精

　　 　　 ■

紳獄態」其 遷， 0）に存 す と云 ふ べ きな C）。

然 らば 妹 懿 は 眺   候 、風 ，1、、馳 の還境 に於鮭 赫 昴1舞 籬 以 て献 縫
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

す る か ？之を國勢調査（大 ［E9 年）飫婚者澗 （註 2）に徴 す るに 男 ・1勉昏姻は i繭16才を以て初 ま

り20− 25　？
一
と逐歳遞1曾的に 開展 し26− 29に は

一段嵩獪 し30− 32を以 て最高潮に逹 し之を分界

嶺 と して 漸次極 めて緩 か に落潮低下の頃 向を探つ て 居る 。

繍 艙 ま經黼 題 と繖 不可分 のi49， 係。 あ る か ら恥 の完熟 胴 の 1“H題 と必 す し鵬 節

を一
にす る もの ではな い が之 に 依 つ て も日木 男性は 滿 15才 よ り滿20才迄が成年の初期で あ り

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　

20− 42が最盛期 で あ り42− 60が落潮期60− 100が衰 亡期で あ る 、 入生精華の期聞 20− 42｝よ成人
　　 　　 　 　 　

活動期間 であ る こ とを明 示 して屠る 。 此等の統計事贊に徴 し考察 すれば大正 1i年 3 月の法律
　 　 　 　　　　　　　　　　の　　　　　

を以 て成 人に隈 り飮酒權を享有せ しめた る こ と は肚 會科學上よ りは並 しと思料す。　　　　
’

（註 2）

年齢（歳）
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啣
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　 ア ル コ
＝ 」ゼの入 生に對する效能（上述）に鑑 み幼少年に 對 して酒は概 して效用無 きこ とは明

　 　 　 　 　 　 AtX 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　’　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 nm

で ある 、 所謂少年 とは幼者 と成 入との 中間に介在せ る者に關す る入 的觀念で ある が少年法 は

最高18未満 と規定 し最低 年隈 を規定せ す予は獨斷的に上掲國勢 調査の既婚調に基 き最低 限を

　 　 　 　 　 AA
15と定 めて少年 とは 15− 17畿の 者を指す とせ ん 。

　 AM

　未成 ‘F とは 18− 19歳 となす こ とは我法制 0）粽合的解釋 な りとす 。

　 ロ　 　　 　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　未成年乃至少年 の飮酒可否如何 ？

　各人の成育牀況は體質等0）差違あ りて一定せ す ll1は 18歳にて成入 した るに乙は 19乃至20歳

に て成人 し丙は 17歳にて 成入する と云 ふ が如 し此の理 は幼少年階級の歌況に 付て も亦 同 じ。

　幼年は飮酒 と無關係な り と云 ふ べ く少年乃至未成年特に未成年 と飮酒權の問題 との 關係如

何

大 凡黼 龍 （Alk。h。1f，、g，）は 三個の瀰 を以て組成せ らる （1）瀚 欝 （H ，gi・i・che

　 　 　 　 o 　o 　o 　o　　　　　　　　　　　　　　　 6　0　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 oe

Seite（2）經濟條件（Wirtschaftt，　S．）（3）風紀條件（Sittl，　S．）是 な り（Kluss，　Alkoholfrage　1905）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　　 　 　　 　　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　　 　　 　

此 三 つ の條件が完備す る人に限 り初 め て 飮酒權 の 亨有を 承 認すべ きで あ る 故に假 令 飮 酒
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が少年叉は未成年者の 心身の 發育に對 し悪 影響が な い に して も經濟的乃至風紀的條件に於 て

缺 くろ此等の者に對 しては飮酒權の 享有は之 を否 定せ な ければ な らぬ 沙 年 ． 未成年殊 に未

成年に付 て 言へ ば未成年中比 較的早熟の 青年は心 身完成 して既に 17、8歳に して完全な る成

人能 力 を具 へ 瓧 會の獨立 人 として 一家の世帶を具 へ 肚交 、法律的乃至經濟的交渉に於 て毫 も

欠缺な き者は格別 とし一般に我國の家族生活の現懸にあ りては瞥通数育を卒へ て よ り父母の

膝下に於て或は 全 く父兄扶養の 下に 隷屬 して被傳育の境涯に 在 り或 は他 人の 事務に泰公又

は 給仕 として 仕へ 未獨立 の拿人 前 として 勤務 しつ N あ る境 涯に在 る もの が大概少年未成年の

多 大數を占めて 「e る國情で ある、從
『
〔此等の 階繖の 者が心 身相當の生 理 的發展 をな しつ N且

嫌酒教育を受 けつ 1 あ りて獪且酒を好 む と云 ふ に於 て は飮酒は決 して衞生上害悪あ りとなす
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e 　 o　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e　 o　 o　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　 e　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o 　 o

べ か らす然れ ど も此 の階緻は 父母乃至は他 人の監督 に服 し經濟的に隸屡せ る牟人 であ るに拘
　 　 　 　 　 　 　　 e 　　　　　 　　　　　　 　　　　 の　 　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

らす監督者の生計（經濟）上の 負櫓を檜 さ しむ るが如 き飲酒は決 して 許 し得ぺ き もの に非す 、

獨 立自營の 地位に於 て酒代を支出 すとな らば 格別孚 獨立乃 至は 全 部的 に從屬の境遇に 居り つ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
コ
　　　　　　　　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 e　　　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

S 飮 酉をなすが如き生活樣 式は耻會秩序乃至國民經濟上 よ りす る も良 しき現象 に は非す殊に

　 　 　 　 　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　．　　　　

此 階緻は酒の媒介に よ る性問題 よ り生 す る幾多の誘惑に感染 し易き境涯 に在 りて其人の將來
　　　　　　　　　　　　■　　　e 　　　　　　　　　　　■　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e 　o 　o 　o 　o 　o 　o
の 全 生 涯 の蓮命 を決定 せ らる べ き岐諮に 立 て る者である 之 に酒を禁す る 日的は 單に 歙酒を排

斥するに あ らす飮酒の 能 々 謝 する齷 乃茎黼 就 中鑪 鱸 鑪 食す る こ とを圭騒薩 す る

　 　 　 　 　 　　．　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　の　　　　　　　 　　　　　　の

に あ り從て求成年禁酒問題は 實は 單純 な る E 本語 に 所謂飮酒問題 に あ らす して 實に 風 紀問題
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　

經儕問題 をヨ三ナこる内睿とする秕會問題で あ る の である 。 而 も現代 の肚 會科學は 之を 『飮酒1訂
　 　 　 　　 　　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

題」と して取扱 ふ もの な り要言すれ ば浪費抑制問題 と風 綿問題が酒に關連 して起 ‘）勝ちなる 。．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ　　／u）　　Cd］　 ゆ

が 故に 之をば総括 して『飮酒問題」とは稱す る の で あつ て 此 の事 は現代瓧會科學の逎論であ る

　要之未成年及 少年 の飮酒は 經濟的關係及瓧 魯秩序乃至風紀條件 に於て訣 くる ところある を

以て 此の種の 孚成人 、孚人 前の 階級に は獨 立の標徴た る べ き飮酒の 特典は 之を許すべ きに非

す とな すを相當 と信す 。

　18− 19婁の越 隻塑 皆墾中に ia　20歳階絨以上の 者 と均 し く職業 嘗肚交 的 、 其他の
一切の關

係 に 於 て 事實 上20歳以 上 の 者 と全 ゐ對等な る者尠か らす 之等の者に對 して は薇癘穣を阜肴篭

膳 麗 鳧 も不可 雄 が如 し と雖 も皿t等の 鰡 階級に あ 緒 の 大孚 は覦 晟天儲 ろ紡
　　 ■　 　　　　　　 　　 の　　　 　　　

N あ り と云 ふ に JL ま り未だ成人に邃 せざる李獨立人階級 と して一般には 父兄乃至は公私の主

人 に從屬 して保佐監督 に服す る階繖 に屬 し耻會法上 の法律行爲能 力を訣欠 せ る が故 に此階級

に對 して も亦成人能力の標徴た る『飮酒擁』を附與す る は安當な りと認むるを得 ざるべ し。
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　　　　 3． 25未滿の 成 年階 　の 飲酒權 の 基礎

　20− 24歳階級の 飮酒構を剥奪せ ん とす る 「飮酒制限年齢引上法案」 は果 して耻會科學的に

≡基礎を有す るや ？
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

　此年齢階級は 入生塵年の第一期生 に屬 し其特徴は特 に體力（精紳 力 よ り も）の最高潮に逑す

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 　 　　 　　 の

る期間であ る是れ我兵役法は此階級 を日本民族の 精鏡階級 と して 全國民 の生命財産の 安全 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e 　 e　 む 　 o

保障すべ き責務を 員憺せ しめ た ろ所以な り、此 階級は新 鐃成人 として 家にあ りて は 上老父母
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e 　 o 　 　 AMA
に 代 りて獨立 の勞役事項を澹任 し下幼少の弟妹に向つ て 保佐教導の 任 に 當 り家運 を勅 生の双

　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 o　 e

肩 に貢立 する と共 に外に あ りて は他の成人 と對等の地位 に於 て毅交に依 り相識の闇柄 とな り
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　■　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　 　　 の　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

進んでは 費軍貸借の法律關係や 農江 商其他 に對 し人生初
一

」Pの經濟活動 ゼ 乘出す階級 であ る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・　●　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　

か くの如 く外 敵に對 して國防に任 し内憂 に對 し警固の 任 に充 t： り夂産業開發の 中心勢 力を構

成 する の で ある然る にヱ2レ コ ー
〜pは此 階級が一ヒ逋の 責任 を果 す上 に 於 て 必要 な る 元 氣叉は

　　 　

辛勞に 對 し刺戟乃 至慰 安劑 として役 立 もの であ る か らして此階級が酒類 を使用す る は 極 めて

有 用且爰當な り と認めねば な らぬ 今經纖上 よ り して叡病薇δ）蘊葭と準齢幽藏との 箱苣繭係を

推論 すれば 15− 17に於ては飮酒欲は極 めて淺薄な り次 で 18− 19に於 て稍淺薄で ある 、 20− 24

に 於 て漸 く飲酒 を悟 る 、 25− 30に於て 次第に 高 く、30− 42に於て 最高潮で あ ‘ハ 42− 60に於て

漸次 微か つ Σ 落潮な麑 ゆ る もの 瓦 如 し帷ふ に 20− 24階級｛よ30− 42階融 に比 して 飮酒欲望の 烈

度 は蓬 に低 U丶 是此階繖は彼の如 く完全 なる婚姻能力 を具備す るに至 らざ るが爲め で ある。

此 の 階級が濫飮過 飮の 弊風に 陷る こ とも極 め て稀 少な る所以で ある 、 戊人の 此の 初期に於 て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　 o　 e　 o 　 o　 o　 o　 o　 o　 o　 o　 o　 o　 o 　 o

『瓧交の機會」を逋 出 して 將來經濟的 、 瓧 會的乃至職業的 に 大發展 を期す る と共 に人 格完成の

M ム A 　 LX
「有筮な る機會」を捕ふ る こ とは此階級に於 て極 め て有意義且正賞であ る從て肚交 の 方便 とし

て 酒類 を飮用 す る は公秩良俗上認む るを相當 とせ ざる べ か らす ・ 殊 に此の 階級は未成年少年

階級の如 き父兄叉は主人 に從屬せ る牛獨立の 階級 とは 一

切 の生 活事情を異に し法律 、 縄濟 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　 e　 e　 o　 e　 o 　 o　 e　 o　 o

瓧 會的關係に於 て總て 獨立の 責任を員 ふ 階級なるが故に僅少の酒量を瓧 交方便 として使用 す

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 ゆ

る こ とは 極 めて有要で ある を以て 此の 階級の飮酒權を保有 す る こ とは極 め て 合理的な りと謂

は ざるべ か らす o

　然れ ども茲に注意す べ きは此 の階融は完全 な る婚姻能 力を有せす單に此瓶態に近付 つ 1 あ

る階級 に ILま る を蹴て 特に風紀の粛正 に付て 格段の監督施設を必要 となす な り、此 階級 に關

す る飮酒問題は大概同時 に經濟 問題殊に風 紀問題 に繋属する の で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　 o　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e　 o

　靉糞丞蠅鮗1醗 些闃題颶 嫐 麺麹薙をヨ｛眼 とす る もの である べ きで ある 、 從て單純 なる
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踊 造（家庭小酌の 如 き）蠏 決す る前 1・先づ根 繝 題焔 醜 紬 赫 糖 書醸 しそ贓

黼 齢 灘 なり ればな らぬ 樋 騨寺體育 諷 紀 臨 衛生等に 關 し髄 駒な繭 瓢 鋤 磁
　 　 　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 e

乃至は耻會的施設が逐年｝曾設せ らろ S 傾 向あ り、 從て之 と併行 して 飮酒閲題が起 る は蓋當然

であ る と云 は ねば な らぬ 。

　今引 上法峯の 論 據を按す る に大約こ二説 となす 事を得 る であろ う即

　（イ） 此 階級 に禁酒 を張制すれ ば其の
一

生 涯 を逋 じ酒欲は退化 すべ く斯て其人の
一

生を通

　　 じ飮酒費用を節 し晶性の 廉潔を保有 し得 べ しと（人格言兌一∫吐會改善諡）

　（ロ ） 成年初 期の階級は 前途 遼遠 な ろ將來 を有 つ 、 有 害 な る浪費に屬 す る酒 色特に姓的耽

　　溺 に 因つ て 心 身を害 して其人の
一

生 を塰無 とな さ しむべ しと（經濟諡一
國民 經濟論 ）

　成程20− 24階級一未成年一少 年の 3階級に對 し右 の （d ）（ロ ）0）兩論は 半面の 眞理 を有す る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　 e

こ とは 否定す る こ とを得ない 、何 となれ ば titlrg級は 過 軟 （酒の分 量を飮 み過 ぎ る の 意味に 於

　 　 　 o　 o 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o 　 o 　　　　　　o　 り

け る）現象は極 めて稀少な り、 然 し浪費乃至墮落 （酒 色就 ‘i聖性問題を主 とす る）現象は相當

多か る べ きな りo

　此問題 の解浹は風紀矯正 に依 0 て解決せ らる べ き悶題 である仍て カ フ エ ー、レ ス ト ラ ン
、
バ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　　　　　　　　　　む

一等風 紀を主 とす る揚屋の 取締乃至改善 に付 ては 將來大 1二考究の 要 あ る べ き も此れが爲め に

，k＆が輪 鶲 鎰 鯲 け ろ 「

Oo

小酌」翻 蚩鰈 ILす 、の理 は な 。1逓 凱 鞨 魏 跚
o 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　 o　 o　 o　 　 　 　

交 （隼業 上 の接待關係等 に於り る） に於 け る飮酒の如き之 を制 止す る は成 人權の 享布 を否定

す るに均 しくその 不法 な る こ とは明 な り 、 と謂 ふ べ きで あ ’
， うQ

　
一
律

一
體に靴階級の 適飲乃至 有盆耻 交に 於 け る飮酒を彊制抑 ll−．す る こ とを 1ヒめ 特殊の 搨合

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　 o　 o　 　

即ち薗述の 風俗に關する揚屋乃至娯樂殤 に於 ける浪費抑 制 （酒の み に限 らす）を圭賑 とす る

施設 を講す る こ とは望 ま しく其の
一
端 として特 に嚴 lEな る節酒を此等の揚屋 に於 て彊制 し斯

て 冗費浪費の抑制 をなす こ とは吾人の夙に論議 し來 りた る所 であ る。 （日本醸造協會第 25年

3、4月號 ）

4． 引上 法案制定 　の 吉果 に對 す る豫察

　今假に 25歳引上法案が制定せ られた O とせ ば其效果や 如何就中經濟的效果 如何

　20− 24階級 （國勢調査に よれ ば 230萬人）の 禁酒 に 依 り節 約すべ き飮酒量を椎算するに約

酒 70萬石 内外 で あろ う、 此の 賣上金 額 を約 1億2千萬圓 と兇積 り造 石税2800萬圓其他 の 公魏500

萬圓と假定せ よ差引 8700萬圓が國民節約額 と な つ て 出來 る で あろ う夊原 糧釆に赫ては 45萬
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石 め節餘 を隼じ耕地面積は 25藹丁歩の餘語が生 す る もの と推算二す る こ とが で き る で あろ うと

せ よ6（註3）

鮭 3＞

和
（臓

一19歳

』
20歳一24歳 人 ロ 調

　　　　　　　總　　　　　　 數
　

　　　　 總　 數　　　 男　　　　女

　 　 　 　 25．835．259　　13」D5B．030　　12．777．229

　　　　　 割 厘 割 厘 割 厘

同 上總人 口 昌 對ス ル 割合

20−25

同上總人 ロ 昌 封 ス ル 割合

t5−・19

同上總人 口 晶黝 ス ル 割合

・20−24

同上總 人 卩 昌 封 ス ル 割合

　 總　　　數

　 　 。461　　　　　　．465 　　　　　　，457

30．127．794　 14．986．155　 15．正41、639

　 　 ．539

4．609 ．310　　2．316．4フ9　　2．292，83 藍

　 　 ．082　　　　　　．082　　　　　　，081

55．963．053　 28．044．185　 27．918．863

　 未 　　　　　　 婚
　

總　 數　 　　　 　　 男　　　　 女

4．868 ．618　　2．672．042　　2，196．576

　 　 ，168　　　　　　．172　　　　　　．163

2．36L111 　　1．642．196　　　718．915

　 　 0，81　　　　　　 。105　　　　　　　．053

28．947．580　　15．5Q8．505　　13．439．075

　 　 　 ●　●　●　●

　成程8700萬圓0）飮酒金高を節 して之を郵便 貯金其他 國民經濟上有意義 な用途に此等の 禁酒

階級が 貯蓄乃至使用す れば此等淌費階繖の經濟的生 活玳態が改善せ らる N であろ う 、 これは

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 　　　　 　

確 に事實であ る が 之 と同時 に其反 面 に於 て は そ れ だ け酒業 の 寰退縮少 を來 し國家歳入 の 減少

を來 し米穀 及耕地 の餘剰の結 果米價 、 耕地 i哮償の低 落 を來すの で あつ て 即酒業 、 國庫 、 農村

の疲弊 一般商界0）沈衰 を そ れだ け助 長す る 0）であ る 。

　即
一

方 に 得 る も
一

方に 失 ふ の であつ て 差引 プ ラ ス 、マ d ナ ス
、

エ コ ール 零 と云ふ こ とに な

る で 「e い か ！！冗費の 節約は結構だが一
切 の緊縮は

一
方の 淌費 を助 ける が相手方 の 生産を妨け

其結果は新 なる 何物 を も得 る所 な く徒 に逐年人 口 の層加 に惱 さるの であつ て經濟原理 の進歩

せ る舶萌國に於で 郊斯方策は 考究 の 餘地 あ る べ き な り、而 して 右 は淌費者が飮酒節約 に依 り

τ 得 る餘財 を有 盆な る方 面に淌費 した 揚合に於 て す ら國民經擠全體 か ら見て彼我差引に於て

得 る と こ ろは 極 めて 少 い こ とを知 る が豈んや 右淌費者が此 の 餘 財を無盆 な る方而 に 淌費 しナこ

とすれば珥行 の 酒 業を衰退せ しめ 他 方 に 於 て 此 に 代 りて 酒業 よ 1） も不必 要な他 の事業 が勃興

した とせ よ 、
．．その ときは却 て非 な る經濟的結 果 を 國民に痴來す る であろ う、 本法・案の 制定を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 e　の　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　 　　　　■　　　　　　

す る とす るな らば之 と同時に此階級の 節約 した る飮酒・金額 を他の 有
’
意義 なる方面 に有效に使

用せ しむ べ き公共躯設を先づ發案 し兩案を同時制定 となすに あ らざれば其效 なか るべ しと言

ふ に 勤 し郊何 なる答案 を作 り得 るで あろ うか 。
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一謄の こ と現行 逋 りと して 3300萬 圓の 酒業 よ り生す る租税收 人を國家及 び地方闃體 が有意

義に國利昆WiJb至は此種階級の 向上發展 に必要 な る施設 に使用 する方が目 に見
・
丶 て 遙か 口優

れ る に あ らす や ？　斯 く觀 じ來れば引上法案は 決 して爰當 ではな い 。

「

　　　　　　5． 我 國は列 國　高　禁酒年齢國で あ り且 高等節酒國で あ 乞

　 （イ ）　列國飮酒制限年齢 との比較
　 　 　 　　e　 　

酒 は購 劑 として徽 つ か 膤 國で1鰍 酒魄 は一般曜 い 併 し難 寒 牌 そ礁 れ 人體

の成熟は遲れ る 反之暖 國は飲酒の風 は弱い 其代 りに成熟期は早 い も0）と観 る こ とが 出來る ，

彼の ア d メ 族が強烈な る飮酒欲 ある に印度民族 、 モ ス レ ム 民族 、獪 太人等は信教上の理由に よ

り禁酒心が強 い とは謂 へ 一つ は氣候 等の 自然的條件に左右 せ られ て お る の で は なか ろ うか ？

叉酒の種類 に依 りて酒害 に輕 重があ る こ とも疑 ひ な き事實で あ る か ら此等酒の 種類 と氣候 等
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 e 　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

の 諸條件を考慮に入れ大觀 する ときは我國は氣候温暖 に して 人の 成熟期は寒冷地 hーに比 し早

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
tt

い と も遲 くは な い ・ 加 ふ る に酒類は酒精分低 き軟酒 であ るか ら 、 露國夂は ス エ ーデ ン 、ノ ル

　 　 　 　 　 　 　　 　　 ■　　　 　　　　 　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　 　　　　　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

ウ エ ーの如 き高 き年齢で な くて 良 い 、少 く とも英 、獨 、 丁 、 墺 、匈等 に 比準 して 17歳乃至 18歳
　　 　　　　 　　　　　　 　

にて充分で あ る との論議 も立 ち得 る と思ふ 、我少年法 は 17歳以 「を少年t．と制 定せ るよ り推せ

　 　 　 　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　 e 　 　　 　　 　　 　　 ■　 　　 コ　 　

ば我 國で 18歳以 L を以 て飮酒年齢 と定 む べ しとなす訛 も其 自身に於て正 しい とも云 ひ得 るの

で あ る。 （註4）

　　（註 4）　　　　　　歹咀　國　欽　i酉　缶嘔　限　年　齢　調

　　　 ス エ デ ン 　 21歳 　　．ノ ル ウa 二 　 20歳 　　＿ロ シ ア 　 20歳 　　 英國 　　18歳

　　　 デ9
ン
ノ
マ ーク　　16歳　　　　　獨　　邁　　　　　　　16歳　　　　　墺　　國　　　　16歳　　　　　勾　　　　　】6歳

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ■　 　　　　 　　　

　然れ ど も少年以 ．と戊年ボ満の 者の 飮酒費用の 負憺の 歸屬者は誰人 な る か ？敢 て恕設の 要准

認 め ぬ であろ う、 殊に風俗に 關する揚屋 内の 飮酒は 防寒乃至 辛勞緩和の如き有盆乃至有意義

の 淌費に非す して 多 くは耻 會一般の勸め ざ る と ころの無盆飮酒乃至浪費に屬す る事が多い の

で ある從て未成年の 此種の揚屋の 出入禁 rヒは開明國民の 健全 な る獨 立國民の 前途を案 じ氣遣

’

ふ の 正情 よ りして 此 17− 】9階級 に禁酒を彊要す る は常然の處置 と斷ぜ ね ば な らぬ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　 o　 o 　 o

　假 りに此等の 者が飮酒する は可 な り と假定する も、 酒顛は元來 ，

』
祉 交方便 としで對 人關係

o 　 e 　 o

の 媒捌 で ある對 人關係を善良有盆に 誘媒す る も酒 で あ るが不良有害 に媒介す る も液で ある こ

と、 恰 も甲男乙 女の 婚姻を媒酌す る丙0）擬人 格に等 しい 甲 、乙 、 は柎互の對人 蘭係の良 否を

等外覗 して夫姉 生 活良 なれ ば媒酌人 丙を褒 め且つ 謝 し若 夊夫 婦生 活不良 なれば丙を怨 み且濡

る ． 是 れ人 齣 常であ ・酒 は鰍 齶 暑オ纖 問の最 壗 餓 すれ納 壗 龠し叡 羅
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　 　 　 　 　 　 　 　 e　　　 　　 　　 　

0）鮭 交に誘りば即酒を 有害視す る酒は 百藥 の 長 と楠 へ 夊 は狂 水 な りと評すは這般の 感情を描

寫 して 眞を穿て りと云 ふ べ く飮習 が誘引 となつ て少年禾成 年の 前途 を誤 ら しめ啻に
一

人一家

の 不幸を來すの み な らす延て耻會全體の 不幸を齎すに至る べ く而 して 此種の 事例は 日常現象
　 　 　 　 　 　 　 　 　 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　 　 の　 コ 　 ロ

に於て 目撃す る ところ に して次 代國民た る幼少青年を子弟 に持つ 厂親乃至兄心」 と して 自己
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

の 子弟に對 し終始傳育指導の職責を 寸時 も忘れ難 きは 日本國民道徳の 粹であ る花來 0）「酒飲

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● ●　●　●　　△ ∠XA △
み に碌な人は な い 」 と云 ふ 現代但諺が雲散霧淌 して此 に 代 りて 「酒飮みに 悪人 な し」 と云 ふ

俚諺が國民心理 に芽生 へ る新時 lliが來ナこ時 に於て初 め て飮酒年齡は 之を引 下 け る ことに しナこ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　　o 　　o 　　o 　　o 　　o 　　o 　　o 　　　　　　　　　　　　　　　　　

方が良 くは なか ろ うか ？之 を思ふ の峙は現時の環 境に於 て は現行禁酒制限年齡（20）は寔に爰
　　 　　 　　　　 　　 ■　 　　 　

常 である と信す るの で あつ て 引下 げ る 必要 は認 め られな い 。

　更に 夊我國現行飮酒制限 年齡は列國に比 す る に我國は最高級 年齢0）部に厩す る こ とは註 4

によ りて 明 に之 を知 るの である か ら現行 以一ヒに年齢を 引 hけ る必要 も認 め る事が 1』來 な い と

信す る。

’
（ロ 列 節酒賦況の 對比

列國笛酒1伏況を一覧す る に 〈畦量）一． 人 ロ 1人當 リ酒類別 酒精分量淌 費表

名

フ 　 　ラ　 　ソ 　 　ス

イ　 タ　 リ　 ー

ス 　 ベ 　 イ　 ン

ス 　 　 イ　 　 ス

ペ 　 ル 　 ギ　 ー

オ ース タ リー

大 プ 　リ テ　ソ

ハ 　ン 　ガ 　 リ　ー

チ 革 ツ コ ス ロ パ キ ァ

t 山 ス ト ラ リヤ

ノ イ シ
ーラ y ド

プ ル 　ガ 　リ　ヤ

ド　 　 イ　 　 ツ

1 人 當 リ 1 年 淌 費
．
量

　 　 　 1906 −1910

　

　　　 葡葡酒ビ ー
ル

204，60

　 8．80

　 16．50379

，501214

．40287

．10677

．05

305，80

792．00707

．30382

．25306

，3528

．60108

．3566

，00

j2．65

576．95　　　26．40

　 　 　 　 　 　 1923 −1926

燒 酎 ビ ー
ル 葡 萄 酒

24．20 　　 162．25 　　919 ．60

1．75　　　　17．60 　　　607r20

8，80　　　　10．45　　 468．05

10，45　　 229．90　　 262，35

14．85 　　1037 ．30 　　　 44．55

10．35　　394．90　　　80，85

11，55　　418．45　　　　8．80

　 − 　　　　　− 　　　16L70

　 − 　　　332，20　　　20．90

1LOO 　　271 ．70　　　12．！0

　 − 　　　240．9C〕　　　 3．85

　 − 　　　　15，95　　117．15

！9．80 　　353．65　　23．10

一
ノ
0322Q！

Q！
−論

191

量
數騙酎奪

14．30　　　125，95

3，85　　　 95，15

17．60 　　　59．40

！3．20　　　75．35

6．05　　　58．30

8．80　　　42β5

4．40 　　　53．35

3．30　 　　 　＿

9，35 ．　　 −

6．05 　　 31．35

1L55 　 　　 　＿

6 ，60 　 　 　 　 ＿

5，50　　　41．25

112．7587

．4585

，2548

．9545

．653L9031

．3525

．3024

．7523

．65

23、1021

．4510

β5

減

司 O％

＿ 8

− 43

− 11

＿2D

− 24

＿40

＿60

一50
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エ ス トラ ン ト

ス 　 ：L 　一　デ　ン

e

118．80

本 （1929年）　　
一

デ　ン 　マ 　ー　ク

ボ　ー　ラ　 ン 　ド

ノ ール ウ ェ ー

ル 　
ー

　マ 　 ニ 　 ア

カ　 　 　ナ 　　 　ダ

199．10150

．15101

．20

124．30

2．75　　　18．7Q

8．25　　　 28．60

8β0　　　19．80

6．60　　　 7．70

2．20 　　　1L55

　 53．35　　　 1．10　　 1595

201 ．30　　　3．30　　　】L55

酒清　　麥酒　　燒酎

　 12．32　　　0，54　　　2．95

352．55　　93．50　　　4．40

140．25　　　9．35　　　6．05

146．85　　14．85　　　2．20

　 20．35　　67 ．10　　　3．85

118．80 　　　1．65 　　　3．30

23，65

碆鸛
　 o」7

　 37．40

　 2750

　 13，20

　 18，15

18．15　 　　 −

17．05　　− 28

合 計

15．9815

．40　 　− 58

15．40 　　− 44

13．20 　　　 −

12．65　　　 −−

　 9．35　　− 48

列 國の 分は 1925r1926 國際禁酒統計年 艦 1二依 ろ

日水 の 分は昭 和 4年 度 主税局統計書 に 依 る

本表 に 依れば列國 t21 ）中第 16位を 占む ろ こ 電 が 到 か る 。 如阿 L：我 SUが高級節酒國であ る か な療知

す る事 が 出來 る

　此表に よれば篁邇 政策 を綵 れ る南歐諸國佛 、伊 、 西 、
Xd ス 、臼が第 1階段 （1入當 り純酒

精量に換 算 して 4升5合以 上）を占め節酒政策の 英 ，白 、 匈 、 墺 、 チ ェ ツ コ ス ラボ ＋ ア 、獨 （1人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

當 り2升以上 ）は第2階殺 を可 成少な目の 節酒政策を操 れ る瑞 典 、 El本 bT 抹 ・ 波蘭 、 諾威 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　　 　

ル ー マ ニ ァ （1人 當 り1升以 上）が最低 階段 を細 成 し蜘塵崋義些近黛 カ ナ ダ 國が最末位を占 め

τ 居 る こ とを示 してお る 。

　我國が 可成 少な 目の節酒國 た る こ とか 示 す理由如何 と日 ふ に次 0）如 し

　　（イ ） 我 國酒税就 中釀造酒税が列 國 中 で t，甚 だ高税であ る こ と （1｛1．6）

　　（ロ ） 禁酒制限年 齢が高級である爲め飮酒總人 口が少數 な る こ ’（總 人 口 の 5馴4分）

　　（ハ ） 禁酒教育乃至節酒思 想が歩ll當 1−liEん で あ る こ と

　　（二 ）　
一般に國民の就交的姓が比較的に欠如せ る こ と

　　（ホ ） 氣候が比 較的淑暖 で あ る こ と

　　（へ）　明治 、大正 、 昭和を通 C國民經濟の 急激 な る進展に 拌 ひ各人 の 生 活費の 向上が急

　　　　　激 であ り酒價が高 くて 生計費を脅か す こ と等が重 な ろ 原 因で あろ うと思ふ

　　（註 6）　　　 列國寥酒税及葡萄酒視率表

　　　　　一（1）　　　 蔘 酒視 の麥酒 小 責價格 に 對 す る 割合表

　　國 名 場 　所 　値 　 秕 　 毳齧ま黥 嚇 ζグ 譽郵孀暮格

　　 英 國 1’ondon 　 1Piut（3合 1養）昌 付6d 　 25錢 　 　 40％

　　佛 國 岫 　 驪 匿
αみ

騰 　 4su −・錢 ・鎮 　 （・）

　　 白　　　　固　　　　Brussels　　　　　　l　I　　　O．95−！，14Fr　　　　　　　　　4錢一5錢　　　　　　　　　　　　　d／ロ ）
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獨
tt
國 　 B・ ・lin　 　 IP “lt　 32・5d 　 　 　 　 」7銭 　 　 　 　 10．5％

和 　蘭 　Ilagne　 ・　1 立 48　c 　 　 　 　 　 23錢 　 　 　 　 　7％

丁 輝 r・・en 　h・ge・ 鶚
坿 （場詰4’6 「e ）

　 18錢 　 　 2・％

　（イ） 佛団塵參酒 1；對 しては造石硯 ミ して 1111t 二付 酒精分 1度 1：付音 2Fr な 課す の 外年 々 の 造

　　　 石高1：應じ免許税 ピ して 150Fv−500Fr （60圓一200圓）な 徴收す

　　　 上 記 の 外免 許秕 ミ しく卸商人 1：SSしては200Fr −500F 凪 80圓一200圓） な

　　　 小喪人 t：SSしては一
回5Fr−112 ・5Fr （2圓一45圓） つ 穿 な年四回納付 tfしむ （1926）

　（ロ ） 白國は造石税は製晶課視の 制に依 らす醗酵液 1瓩20c （8錢）の 割合 に て課視す

國

佛

奠）

名

國

伊　　國

獨 　　國

　1926 年

葡 萄　酒　税

　　　 課　　　　　　　 税　　　　　　　 牽

　　　　　　 葡萄酒　　　　　　　　100立　　　15Fr

　　　　　　 果實酒及蜂蜜酒　　100立　　7．5Fr

右外卸商人 に 對 し 「燒酎奢侈税」 t して卸賣價格の 25割

な課す但 大 卸 に付 ては別 1乙賚上 視 な課 す

同國は地 方税 な 圭 ピ し國 視は地方硯 に 附加 して徴收

す る 事 t　ts　vJ居 れリ

地　方　税 　牽

樽詰 ノ e ノ

壜請 ノ 毛 ノ

品
晶
品
品

等
等
等
等

1234

ー
品
晶
品
品

等
等
等
等

1234

ー

國　秕　攀

　　19
”『

り 15

　20
　 150

．600
．SOO
，400
．30

沸

驤蓼鯵
之噸 似iル

蓋
鮒

　其イ也ノ　毛 ノ　　　　　　　20　P「

｝12

陣

合計

　 45
　 40
　 32
　 170

．900
．800
．800
．6ρ

　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 e 　　

　此表に よれ ば本邦醸造酒税1ま他國 1二比 し轣 くな い こ とが判か る

　 　 　 　 　 　 　 　 o 　　o　　Q　　o　　　　　o　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　或は 日ん 我國は極端な る節酒國な る こ

　　 　　　　 　　 　　 　　 e 　 　　　

必 要は な きに非す や ？と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ●　 ●　 ●

lira
〃

〃

〃

tt

〃

〃

〃

邦貨換算税額
　 　 　 円
1石　 10．83錢

1石　 5．41

從價 25割

　 　 　 円

　　　32・49錢
　 　 　 28．70
　 　 　 23．10
　 　 　 12βO

曝詰 1本 36錢
　 　 　 　 32
　 　 　 　 28
　 　 　 　 24

本詰
〃

壜 50銭
10

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

とは國際統計が示す處 であ る か ら此以上節酒 す る の

　成理所 謂「飮酒問題 」が文字通 りの厂酒問題」に ［L まる 「家庭小酌論」乃至 は 「肚交 的飮酒

論」 に 罵 す る限 りは 毫 も異 論 あ るべ か らす殊 に節酒教育乃至 は 禁酒 思想の旺 盛な る合 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 　 　　

に 於 て は 此以 上 特 に 節酒を高潮す る 必要 は な い が併 し特に注意を要す ろ こ とは飮酒問題 と

は軍純な る 「酒問魑」に非 る こ とな り 、 1合の 酒が 1圓乃至數 圓す る 「供 酒搨乃至風紀に關 す
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　e
る揚屋 」の 問題が齊 し く否最 も飮酒問題の 眼 目をなす とを忘 れ て は な らぬ 「飮酒適 度」 と云

　 　 　 　 　 　 ●　●　●　．　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　●　●　 ●　●　●　o　　 △ ∠」

ふ 意味を專 ら飮酒の 分 量の み に解す る ときは萬物利用の法則は適度で あ る 事 を 要 し何 に も

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ　 cD．　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む

「酒」の み に 限 つ た とは な い の で あるが祉會問題 と して の 飮酒 問題は飮酒分 量の數量の み を指
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 c／，t，・／ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・） ＠　＠　 ffi1む　 　 　c，　 c゚ t

すの では な い 酒量は僅少に 止まつ て 居て も飮酒に 關連すゐ 他の 索連事項即奢侈才良費乃至墮落

あ藾 畷 生 躙 し之 轍 附 る上 L、於て最 も嵌鯒 齣 「鹸 控 齲 すう と腰 す る と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

を知 らざるべ か らす 、 換言すれ ば適度の 遊興費淌は 可 とす る も過 度の 浪費 セ 女 色沈溺乃至不

橢 な る鞭 の an、“は とか 磁 錫 嚇 1線凝 謝鵬 蟹 三膨 巳此等の 1酉暾 つ て誘

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 M ．（）tA 　 　　　　（・］

引せ らる S 浪費問題 、 墮落問題及酒精 中瀞、犯罪 ） 警察事故發生等の 諸茆土會問題を總稱 して

　 　　 ＠　 　　 　 　 　 しり
「飮酒問題」と謂ふ の であつ て 此等の い まわ しき刷會現象に對 して は 之を豫防鎭 歴するの施設

を期 しt、、t、ら齦 砌 願艶 樋 墜 人」は ない と云 ふ 麟 聴 勃 鮎 を繕　い 灘 衆

の共鳴 と共に酒業昌榮 の爲に も統制 あ る過 飮（浪費）抑制施設の必要があ るの である 6 か、之渉

　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 の　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’　 e　 　

る εが酒業の 光輝ある歴史を夏 に偉 大 な ら しむ る所以であろ うと信す 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 e 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

　要之飮酒年齢引上法 案は我 國情に適せ ざ る E が明 白 となつ た何 となれ ば現行 制限年齢は列

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o　 　 　 　 Q 　　o　　o 　　　 　　o 　　e 　　　 　　　　　　 　　o　　o 　　o　　　　　o

國中 で も最高の 部類 に 入 つ て お る 現状で あろ か ら此以上高め る には積極 的理由がな くて はな

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　

らぬ 然る に我國では節酒教育が相當盛 であ り國民 の節酒｝伏況 も相當 に行波 り列國中最節酒國

あ蔀i驫己毳葭犬ろモ居 る の で あ る か ら我 國の み獨 り年齡を高 めて遇危差乙示函す らも制限す

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　 　　　　　　　

る が＃fi　“殊更に 制度を探 る 必 要は認 む る とは 出來 な い 、20歳以 ヒ25歳階級が辛勞慰 和乃至防

疉家庭 ・ 祉交上 よ りす る遇嵌な る限 りは成入た る此階級に適度の飮酒樺を認むべ きは正當の

こ とで ある而 して 如斯法案を制定す る代 りに 此種の 階級に 封 し其酒税 に相當す る 3300萬圓内

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　■　　　　　　　 の　　　 　　　　 e 　　　 　　　　　　　　　　　　　

外の 公課 を有 盆 に使川 して此等階級 者 の 精祕的夂 は肉體的人格の完成 を積極 的 に促 進する各

　　　　 　　　

種の施設 風紀乃至浪費抑制 に 必 要 な る施設や娯樂の施設 を設 置すべ く之 と同時 に 他 面に於 て

は租税立替の 公的機能 を營 む酒業の 指導 、 助 成 、租税納付 の容易．健實なる經營を保全助長

す るが如 き合理的な る國家 0）施設特に 官行監督を施行す るカ
’
が却 て よ り多 く20− 25の 國民階

級の 幸幅を計 る こ ととな り且 本邦酒業の進展に よ C）多 く寄輿す る所以 であろ う 、 と信す る の

であ る 之 に就て も吾人は卑見を飫に公表 して あ る 。

　　　　1第 2 酒 業 國 釜 論 1
　　　　　　1　酒業 と農村振興乃至 殖産興業 との 關係

　我清酒業は獨 逸の 麥酒業佛國其他南歐諸國の葡萄酒業 と共 に 其歴史 、 國民 の 生業た る地位
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

及體樣等に於て相似 して お る「満酒業」は農産物の 工 業化で ある ・全國到 る所 に散在分布 し醸

造各條件の 最 も優 良な る
一定の 地區に 於て群集 して 「銘醸地 力

’
」を構成 し地方文化の 中櫛 を・な

し農業 i 地 方商業及地方勢働 に對 し重要な る經濟機能を
・樽有 して 居る斯て 酒業統計の見る べ

き もの な け れ ば組織の 區別 、 資本金 の 總額 、 從業員の總數 地方的分布歌況・V；i　1確 な る こ とを
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知 る に 1｝1な い が兎角 6〜7億の資本金 と10數萬の 從業員を 擁 し 地方 産業の大宗 と して米穀に

對す る需要を促 し農漁業 、勞働を調節 し地方開發の動因を形成 し延て地方商業取引に對 し重

要 な 姻 ・磁 獻 す る もの で あ る 、 黜 こ鰈 は地力嵐 輛 あ桑榮に對 蹟 驫蔽 に轗 す

る こ と甚大 であ る若夫 れ我國先覺者が英米の禁節思潮に依 る文化を標用せ ざ りしな らん には

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　e　　　　　り　　　　　の 　　　　　　　　　

今 員 の 如 く に まで も酒業に は委縮せ ざり しな り しや も知 れ な い が世界節酒思 潮漸高の 大勢に

　 　 　 　 　 　 　　 ロ　　　 　

支配せ られて將來盆 々 思想的には難刷 こ直面す る もの と覺悟 せね ばな らぬ 。 此の 秋 にあた り

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

て能 く酒業が地 方 の農工商庶業に對 し中心勢力を維持 して 昌榮 を計 らん とす る には克 く科學

あ無 に立 つ て藻 あ齷 嫡 調すろ こ とが必要 であ る 腮 ふ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今や 經濟界は
一
段 と不況に沈倫 し文 化品ナこる酒價の 暴落は底 ILす るを知 らない が剩 へ 酒税

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

は 骰界 中 で も重税の部類で あ つ て 而 も納税は規 則正 し く納期毎に 告來 する の であ る か ら兮 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　　　　　　 　　 　　 　　 ■

で は
一
般 公 衆に r酒業を 悪 し く思は な い よ う」 に換 言す れば禁酒論の 善導の方策を按 じて經

濟的に救 はれ ない 斯業を精祠1的に 力付 くる の方途 に出つ る も5（一策で あろ う。 酒業は
一
般公

衆 に對 し如何に國民經濟特に農業經濟に密接の 關係ある か を高調 し其諒解 を求むる事に努力

せ ね ば な らぬ 。

　麥酒及燒酎其他に就 て も清酒に比 して全 般的ナこ る と部分 的た る との程度の差は あ るが其理

論の構成には全 く變 りは ない Q

　　　　　　2 酒 業 の 公 的 機 能

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 e　　

　酒業は國庫 と國民の 中間に 介在 して酒税の立 替取立 をなす謂は 穿 判 畢P民の 公的機關で あ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　 　

る酒税の賦課徴收は 此の Hi介機關 の 協 力 に よ りて初 めて 完 し我國内地は民營で あ る が燒酎に

　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　　 　

付 て は 國營專賣制度 は 世界の 大勢であ り麥酒等 につ い て も夊之 を施行せ る國 も鮮 くは ない此

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　の　　　　　り　 　 　 　 の　の　　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　

の酒業が公 0）機 關た ろ の機台旨を實質的に發揚 して居る こ とを
一
骰 大衆は殆 ど感知 して ゐな い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 の 　 　 　 　　 　

の觀 があ る。 茲 に付ては將來 大に考 慮の要 あ らん酒 業が納税立 替 の 公 的機能を完全 に 且苦痛

少 く して 完濟せ しむ る爲め には英國の 潤類 監督 局の 制度の 如 きは
一

顧の 價値 なきに非る べ し

　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 の

　酒業者に對 する造 Ti税は 業者に 於て賣酒 代金 を收 入 せ る と果叉貸滯 に陷れ る とに頓著な く

嚴 iEに規 llll正 し く納 付を命 ぜ ら る N の責務 ある に 反 し顧客は酒代金 を支拂 ふ こ とが全 くそ の

隨意で あ る と云 ふ こ とは何 と云 つ て も不合理 であ る 。 此 の 不合理を現痔に於て 國家は默過 す

べ きで なv丶 國家 が無爲に して過 ご す事 は 舊式 ナこ る べ し。

　此 は英 國の 自由學派時 代の 自由民 權の思 想を受け各入は營業の 自由を有 し各 人は組合の 自

由を有 す、國家信權 均を以て 酒家 夂は酒造組合に 干渉 すべ か らす とな しナこ舊式思想に發足 し
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　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ■　 　 　 　 　 　 　 　

ナこ思潮で あつ て 大戰後の 世界思潮 とは大 に趣を異 に して ゐる 、 實 に 業者全般の幸藕 も計るが

顧客の 幸福 も同時に計 るべ く公 の 力に依 りて行政す る こ とは最近の 世界絢思潮であ る特に酒

業の如 く莫大なる租税牧納の 任に常 る 公的機關に均 し渉者に謝 し租税債横の徴收以外に不干

渉を圭義 とす る こ とは 大に考究を要す とせ ざるべ か らす 。

　出來得 る 限 り酒税の納税に便盆を 附與 し正常の 利潤（不常利盒 を許 さ S“る こ と勿論である）

に税金を加 算 しtcる酒代 金の回收を確實に保全 すべ き開明 的施設を講す る こ とは租税 IE義 に

適ふ もの で あ る。

歐洲に於て酒業 が國王の獨 專乃至貴族 慣侶階級の專 占に 在 り し時代に於 て は酒業の肚曾的地

位又は 待遇に於て
一
般庶業 と異 り しや論 な し。 其後 の庶民 階級に醸造權 が認 め られて よ り特

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　 　　 　　 　

に政治上特別の 執 り成 しあ りしを知 らす と雖 も近時 公 營官營乃 至は官行監督の制が大 戰後に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　 　　　　 　　 　　 　

施行 せ らる L に至 り此等の施設に よ り國家が酒業の發展 を助 長す る と共 に飮酒す る 民 衆の幸

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　　e　　e　　o　　o　　o　　o　　　　　　　　　　　　　 o

幅 を も同時 に囲 る事例 も芽生來 る趨向 を示 して お る此の 秋に際 し酒業の 公的性質を一般に周

　 　 　 　 　 　 　　 　　　　 ロ　　　　　　　　 　o

知せ しめ一般公衆の諒解 と共 鳴を得せ しむる こ とは強ち無盆 には非す。 納税立 替を業 とす る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 　　 　　　

斯業に付 て は未だ補償法制乃至は造石調節法制等に就 き民衆の 共鳴な きは畢寛酒業 に對す る

o　 o　 o 　 o

國民理解薄きに因る と見 るの 外なか るべ し。

　介や 文化は 日進に新であ る公 的性質を有す る酒業は精神的に も物質的に も大衆の共 鳴を得

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o　 o　 　 　 　 　 　 o　 o　 　 　 　 　 　 　 　 o　 o　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　 o　 o　 e　 　 　 o　 o　 ロ

て進化せ ん こ そ眞に 望 ま しい 次 第で あ ろ 、 それ に付 て も吾人 ca．「酒飮みに悪人 処 」の傑諺

が繭 鹸 瀞 劫 勅 阜1鰥 凱 三！紬 簾 滬 の であ る斯て こそ配 齦 あ鞴 を

b 。 。 。 。 。 ＠ 。 乙 。 。 。 。 。 。 。 　 。 QQ 。 。 。 。 。

計るて う眞使命 を果す もの であ つ て 實に酒業國盆論 の理想は茲 に在 りと斷ぜね ばな らぬ 。

　　　　　　3 酒 業 の 封 外 發 展
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　 　 o　 o　 o

　酒業が對 内的 に例 へ 禁節酒論の爲 めに大 なる進展 を期す とが禺來 ない に して も東洋制醸權

に向つ て 努力す る こ とは 又酒 業國盆論の本 旨で あ る 。 之 に赫て は予は展縷蓮し來 リナニリ。

　　　　　　4 世 界 に 於 け る絶 W 的禁酒制度 凋落 の 傾 向

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　　　 　　 　

　現時世界禁酒國 ア メ リ カ 及 フ ィ ン ラ ン ドに於け る近牀 を察す る に 兩國共に賛酒派は優勢 を

加 へ つ x あ る もの s 如 し米國にては 翌 1932年の總選擧には賛酒派モ ロ ー氏 （Morrow）が禁酒

派の 現 大統領 フ ーバ ー
氏 （Hoover）に代 りて 大統領公補 として 出馬 し優勝すべ し と豫測す る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ■

もの N 如 くで ある 、 t： とへ 第18回修正憲法 （the　18．　Amendment ）の改 征手續は實行容 易で な

　 　 　 　 　 の　 　　　

い に して も執行法 た る ヴ オ ル ス テ ツ b法 （Volstead　 Act）の 廢止は 必 す しも不能で な か ろ う

か 何分に も目下の ところ賛禁の分野 が判定 し難 い 撒 況で ある らしい 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　 ブ イ ン ラ ン ドに於て も禁酒反對の 聲次第に優 勢を報 じつ N あ り と雖 も未だ著しき法制上の

N 工工
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162 再 び欽酒制限年齢射上法案の可否な論
「
じて酒業國盆論に及ぶ

變革は無 き．もの N．如 くで あ る 。
・

　戰時又は戦後に於 て禁酒の制を布 きtcる國に付て見 る に先づ 、
ロ シ ア．の

一部的若 くは地方

　 　 　 　　む　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 e　 　

的禁酒の解放行はれ次で カ ナ ダ の各洲 ・ ア イ ス ラ ン 旦皇 塑
レ ウ エ ー

と順次に禁酒撤廢が行 は

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　　　　　の　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　の

れ今や チ エ ツ コ ス ラ バ ギ ア國の燒酎禁止の 制が廢罷 せ らる N こ と N なつ た斯て絶對禁酒の 制
　　 　　 　　　　 　　　

の慶罷の傾 向は次第に進展する傾向を表 し來れ り。

［　ll．L IL − ．− llV
上來の朧 を繦 すれ ば現行飮酒制限 年li3は 之翻 裸 駕 気 鉾 暢 繋 、 鋤 飜

Co］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 　 　　　　　　　　 　 　　　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 o 　 e　 o 　 o　 o　 o

持す る を以て正 となすべ きな り我國は 既に世界屈指の禁酒高級年齢國であ り且最 も少 なめ の

o　o 　o　o 　o　o　o 　o　o
’
o　o 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　o　●　●

飲酒政策 を探 用せ る國情 に あ るを以 て威窪旦．ヒの階越の 適飮現 象に對 しては現在以 上 に制肘
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　 　　　　 　　の

乃至制限を加 ふ べ き理由なきな Oi 斯て成 年飮酒權 を確 保 して此 等の階級が耻交 的 ℃經濟的 ・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■ 　 e 　 　 　 　　 　　　　　　　　　　り　 み 　＠　 む　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

法律的關係に於て掲 立對等の地位 に於て 新家の柱石 とし内外 、 公私の國民 的生活 の 各般に 亘

り天 賦の 能力 を發揮 し渾 身の努 力毳 し必 要な る 「成功の機會」の發見 に寄 與せ しめ 乃至は「交

　 　 　 　 　 o　 e　　　　　　　　　　　　　 　　 o

渉生活」の 圓滑 と撥溂た る 元氣を ア ル コ ー
ル の 適景に求むる こ とは眞に善良の美俗 であ り國

利民編の源泉であ りと斷せ ね ばな らぬ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　 　　　　 ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　む　　　ゆ　　　　　　　　　　　　 　　　　 e　　

　 ア ル コ ール は有盆な る人 の渉外的生活關係に於て 不可欠 の耻 交 方便で あ り國利民 幅の母で

あ る此 の 酒 を造 り商ふ の 業は地方産業の大宗 として 重要なる地位を占め農村振興乃至は殖産

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　　　　の　の　　　　

興業 と密接の 關係を有す 、 殊に租税立替の 公的機能は以て 國民の直税 員擔に貢献す る と こ ろ

極 めて大 で あるっ 是酒業國盆論の起 る所 以 で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り　 　　 　　　　 　　 　

　成 人の耻會的活動 に撥溂 teる 心理 的の動力を與 へ 國民の性情を瓧交 的に誘導 し共存共榮の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　o 　 e

機會を作SGし次 で國民の耻會的幸福の向上に寄與す るが實に酒 本然の使命で ある に今や 嫌酒

o 　 o

思 想漸 く膨湃 と して酒業亡國論 さ へ 撞頭す何 と云ふ 矛盾誤解であろ う。 「酒飮 みに碌 な人は な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　 o

い 」 と云 ふ 俚諺を醐 逐 し代 るに「酒飮みに惡人な し」の民衆的共鳴 を創設す る こ とは誠 に酒業

o　o　e　o 　o 　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　．Aー．
國盆論 の 理 想であ る と云 ふ べ く此 の 目慓に向 つ て大衆の禁酒的思想を善導する こ とは正に賛

蒲鍮 の 餓 であ る と云 ふ べ きであろ う。 　 （ft
−
S・．1・，1gne了）

　所感　「私 ハ 本稿 印刷 テ校正 ス ル ノ F キ （6 ，2 、26日）既 ＝ 不鬪 モ 名古屋税務監督局經理部長

　　　　 二 左遷 ノ 令 ヲ受 ケ テ オ ル 、 私暗 愚 ナ ル ガ爲 メ 三何 ノ 理由 二 依 リ テ左遷 セ ラ レ タ カ
ー

　　　　向分 カ ラ ナ イ 、 何 力足 リ ナ ィ所 ガ ア ル 爲 メ デ ア ロ ウ 足 リ ナ イ モ ノ ア ラ バ 補充 ス ル 積

　　　　 リ デ ア ル 紳 ト正 義 ハ 予 ヲ 慰 ム 私 ハ 自己 ノ カ ＝ ヨ リ テ 自己 ノ所信 ＝＝ 邁veシ テ 天 ノ 使命

　　　　ラ 果 シ タ 1 卜思 フ 何卒數千 ノ讀春各位 ノ熱烈 ナ ル 御援助 ト御 同tk・二 依 リ テ IE シ d 明

　　　　 イ道 ラ堂 々 ト闊歩 シ タ イ コ ト ラ翹望 シ テ止 ミ マ セ ン 」

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


